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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を具備するマルチモードモバイルデバイス：
　バッテリーを保持するハウジング；
　前記デバイスを用いて無線通信を可能にするように構成された少なくとも１つの通信プ
ロセッサー、前記通信プロセッサーは、前記ハウジング上に保持され、少なくとも一部が
前記バッテリーにより電力供給される；
　少なくとも１つのアプリケーションを実行するように構成された少なくと１つのアプリ
ケーションプロセッサー、前記アプリケーションプロセッサーは、前記ハウジング上に保
持され、少なくとも一部が前記バッテリーにより電力供給される；
　電話番号の少なくとも一部のユーザ入力に応答して前記デバイスをコンピューティング
モードから通信モードに切り替えるように構成されたモードセレクタ；
　前記デバイスが前記モードセレクタにより前記通信モードに切り替えられたとき、前記
アプリケーションプロセッサーのコアには、エネルギーが加えられない。
【請求項２】
　前記通信プロセッサーは、１つ以上のメモリデバイスと通信するメモリバスと通信し、
前記アプリケーションプロセッサーは、プロセッサーローカルバス(ＰＬＢ）と通信し、
および前記メモリバスは前記ＰＬＢと通信する、請求項１のデバイス。
【請求項３】
　前記メモリバスとＰＬＢの間に配置されたＰＬＢブリッジプロセッサーをさらに具備す
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る請求項２のデバイス。
【請求項４】
　前記デバイスが前記コンピューティングモードにあるとき、前記アプリケーションプロ
セッサーに、エネルギーが与えられる、請求項１のデバイス。
【請求項５】
　前記ＰＬＢに接続された少なくとも１つの周辺ハードウェアコンポーネントをさらに具
備する、請求項２のデバイス。
【請求項６】
　前記周辺ハードウエアコンポーネントは、タッチパネルコントローラー、および記憶装
置インタフェースの少なくとも１つである、請求項５のデバイス。
【請求項７】
　下記を具備するマルチモードモバイルデバイス：
バッテリーを保持するハウジング；
　前記デバイスを用いて無線通信を可能にするように構成される少なくとも１つの通信プ
ロセッサー、前記通信プロセッサーは、前記ハウジング上で保持され、少なくとも一部が
バッテリーにより電力供給される；
　少なくとも１つのアプリケーションを実行するように構成される少なくとも１つのアプ
リケーションプロセッサー、前記アプリケーションプロセッサーは、前記ハウジング上で
サポートされ、少なくとも一部が前記バッテリーにより電力供給される；
　電話番号の少なくとも一部のユーザ入力に応答してコンピューティングモードから通信
モードに切り替えるように構成されたモードセレクタ；
　前記モードセレクタにより前記デバイスが前記コンピューティングモードから前記通信
モードに切り替えられたとき、前記通信プロセッサーはマスタプロセッサーとして機能し
、前記アプリケーションプロセッサーにはエネルギーが加えられない。
【請求項８】
　前記通信プロセッサーが前記マスタプロセッサーとして機能するとき、前記通信プロセ
ッサーは、前記デバイス上の少なくとも１つの周辺ハードウエアコンポーネントを少なく
とも制御する、請求項７のデバイス。
【請求項９】
　前記通信プロセッサーは、１つの以上のメモリデバイスと通信するメモリバスと通信し
、前記アプリケーションプロセッサーは、プロセッサーローカルバス（ＰＬＢ）および前
記ＰＬＢと通信する前記メモリバスと通信する、請求項７のデバイス。
【請求項１０】
　前記通信プロセッサーが前記ＰＬＢのマスタとして機能することを可能にするために前
記メモリバスは、ＰＬＢブリッジプロセッサーを用いて前記ＰＬＢと通信する、請求項９
のデバイス。
【請求項１１】
　前記通信プロセッサーは前記ＰＬＢと通信する周辺ハードウエアをアクセスする、請求
項１０のデバイス。
【請求項１２】
　前記デバイスが前記コンピューティングモードにあるとき、前記アプリケーションプロ
セッサーにエネルギーが与えられる、請求項７のデバイス。
【請求項１３】
　前記周辺ハードウエアコンポーネントは前記ＰＬＢと通信する、請求項８のデバイス。
【請求項１４】
　　下記を具備する、モバイルコンピューティングを達成する方法：
　ハウジング内にアプリケーションプロセッサーと通信プロセッサーを保持する；
　通信モードにおいて、電話番号の少なくとも一部のユーザ入力に応答して前記通信プロ
セッサーをマスタプロセッサーとして確立し、アプリケーションモードにおける前記アプ
リケーションプロセッサーまたは通信モードにおける前記通信プロセッサーは、前記ハウ
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ジングに保持された少なくとも１つの周辺ハードウエアコンポーネントの制御に基づいた
マスタプロセッサーである、前記通信プロセッサーがマスタプロセッサーである通信モー
ドにおいて、前記アプリケーションプロセッサーの電源が切られ、通信モードにおける前
記通信プロセッサーを用いて無線通信を実行することを具備する。
【請求項１５】
　アプリケーションモードにおいて、前記アプリケーションプロセッサーを用いて少なく
とも１つのアプリケーションを実行することを備え、前記アプリケーションプロセッサー
は前記マスタプロセッサーであり、前記通信プロセッサーは、周辺プロセッサーである、
請求項１４の方法。
【請求項１６】
　前記通信プロセッサーと、前記通信プロセッサーのメモリインターフェースを用いた前
記アプリケーションプロセッサーのバスとの間で通信を確立することを具備する、請求項
１４の方法。
【請求項１７】
　下記を具備する、モバイルコンピューティングを達成するためのシステム：
ハウジング；
　ロジックを実行するためのアプリケーションプロセッシング手段、前記アプリケーショ
ンプロセッシング手段は、前記ハウジング上に取り付けられる；
　ロジックを実行するための通信プロセッシング手段、前記通信プロセッシング手段は、
前記ハウジング上に取り付けられる；
　通信モードにおいて電話番号の少なくとも一部のユーザ入力に応答して、前記通信プロ
セッシング手段をマスタプロセッサーとして確立する手段、
　アプリケーションモードにおける前記アプリケーションプロセッシング手段又は前記通
信プロセッシングモードにおける前記通信プロセッシング手段は、前記ハウジング上に保
持された少なくとも１つの周辺ハードウエアコンポーネントの制御に基づいたマスタプロ
セッサーである、前記通信プロセッサー手段がマスタプロセッサーである状態で、通信モ
ードにおいて、前記アプリケーションプロセッサーの電源が切られ、前記通信プロセッシ
ング手段を用いて無線通信を実行する手段を具備する。
【請求項１８】
　アプリケーションモードにおいて、前記アプリケーションプロセッシング手段を用いて
少なくとも１つのアプリケーションを実行する手段を具備し、前記アプリケーションプロ
セッシング手段は、マスタプロセッサーであり、前記通信プロセッシング手段は、周辺プ
ロセッサーである、請求項１７のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　この発明は、一般に、補助的なコンピューター機能を引き受けることができる無線電
話のようなマルチモードデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の能力を有するマルチモードモバイルコンピューティングデバイスが提案されてき
た。例えば、携帯電話は、通信機能に加えて、現在はノートブックコンピューターが引き
受けているパーソナルコンピューティングタスクを引き受けることが期待されるかもしれ
ない。
【０００３】
　ここに認識されるように、複数モードの動作をサポートするために複数のプロセッサー
が必要になるかもしれない。さらにここに認識されるように、動作モードと独立した同じ
内部動作を用いることは、メインプロセッサーが典型的に、周辺装置を制御し、他のデバ
イスプロセッサー（例えば、電話モデムプロセッサー）を周辺機器として取り扱うマスタ
デバイスとして機能することを意味する。そのような設計は、メインプロセッサーがすべ
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てのモードにおいてアクティブでなければならないことを必要とする。そのような設計は
、例えば、メインプロセッサーが電話モードでアクティブになる必要がある。この電話モ
ードにおいて、モデムプロセッサーは、メインプロセッサーにより制御されるデバイスハ
ードウエア（例えば、データディスプレイ、不揮発性記憶装置、オーディオ入出力）への
アクセスをモデムプロセッサーに単に与えるために、アクティブである。言いかえれば、
メインプロセッサーはここでは、モデムプロセッサーの代わりに調停している。なぜなら
、ハードウエアアーキテクチャは、モデムプロセッサーがデバイス内のハードウエアリソ
ースのいくつかにダイレクトアクセスすることを許可しないからである。
【０００４】
　ここに理解されるように、電力効率のよいタスクの実行を可能にするために、（上の例
では、メインプロセッサーのような）ハードウエア仲裁者の使用を、可能な場合、最小化
してバッテリーを節約することは利点があるであろう。さらに、この発明に記載される方
法の使用によって、そのような仲裁者の役割を行う必要のないプロセッサーの電源を切る
ことが可能かもしれず、さらにデバイスのバッテリー寿命を延ばすかもしれない。更に、
単一のメインプロセッサーが常にデバイスマスターとして機能することを要求することは
、モデムプロセッサーにのみ適用されるかもしれないソフトウエアとソフトウエアの変更
は、同様にメインプロセッサーと協調しなければならないまたはさもなければ統合しなけ
ればならない。特に、モデムプロセッサー上で機能する、携帯電話タイプのデバイスに対
して現在利用可能なソフトウエアの大きな基礎は、モデムプロセッサーがメインアプリケ
ーションプロセッサーに対して周辺機器であるデバイスにおいて、変更せずに使用するこ
とはできない。この発明は、レガシーソフトウエアが現在の単一プロセッサーデバイスに
おいてそのまま使えるようにハードウエアを設計することにより、この大きな基礎のレガ
シーのアプリケーションソフトウエアの再使用を許可することができる。
【発明の概要】
【０００５】
　マルチモードモバイルデバイスは、その装置を使用する無線通信を容易にするように構
成されたモジュールに具現化してもよいバッテリーと通信プロセッサーを保持するハウジ
ングを含む。通信プロセッサーモジュールはハウジング上でサポートされ、バッテリーに
より電力が供給される。モジュールに具現化してもよいアプリケーションプロセッサーは
アプリケーションを実行してもよいように構成され、ハウジング上にサポートされ、バッ
テリーにより電力が供給される。この記載におけるモジュールは、ハードウエアコンポー
ネントの協調された使用を介して機能を実行するディスクリートコンポーネントから組み
立てられたまたは集積回路パッケージ内のハードウエアの集合を意味する。特に、通信プ
ロセッサーモジュールは、通信プロセッサーの周辺機器として機能する他のハードウエア
リソースに加えて、通信プロセッサーコアから構成される（例えばＡＲＭプロセッサーを
有するカルコム社のＭＳＭ３３００、５１００、５５００が現在の観点における通信プロ
セッサーモジュールに相当する）。同様に、現在の観点において、アプリケーションプロ
セッサーモジュールは、補助ハードウエアと共にアプリケーションプロセッサーから構成
される（例えば、ＡＲＭプロセッサーコアとPowerPCプロセッサーコアを有するカルコム
社のＭＳＰ１０００またはＩＢＭの４０５ＧＰがアプリケーションプロセッサーモジュー
ルの例である）。この観点に従って、デバイスは通信モードおよびコンピューティングモ
ードを有する。デバイスが通信モードにあるとき、アプリケーションプロセッサーのコア
はエネルギーを与えられない。しかしながら、デバイスがコンピューティングモードであ
るとき、アプリケーションプロセッサコアはエネルギーを与えられる。
【０００６】
　望ましくは、通信プロセッサーモジュールは、１つ以上のメモリデバイスと通信するメ
モリバスに関連づけられ、アプリケーションプロセッサーモジュールは、プロセッサーロ
ーカルバス（ＰＬＢ）と関連づけられる。好適なメモリーバスは、通信プロセッサーモジ
ュールとアプリケーションプロセッサーモジュールとの間のハードウェアインターフェー
スを介してＰＬＢと通信する。特に、好適メモリバスは、ＰＬＢブリッジプロセッサーと
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通信し、通信プロセッサーがＰＬＢのマスタとして機能することを容易にする。それによ
り通信プロセッサーは、ＰＬＢに関連した周辺のハードウェアにアクセスすることができ
る。
【０００７】
　他の観点において、マルチモードモバイルデバイスは、その装置を用いた無線通信を容
易にするように構成されたバッテリーと通信プロセッサーを保持するハウジングを含む。
【０００８】
通信プロセッサーはハウジング上でサポートされ、バッテリーにより電力が供給される。
【０００９】
アプリケーションプロセッサーはアプリケーションを実行するように構成される。また、
アプリケーションプロセッサーはハウジング上でサポートされ、バッテリーにより電力が
供給される。デバイスは少なくとも通信モードとコンピューティングモードを有し、デバ
イスが通信モードであるとき、通信プロセッサーはマスタプロセッサーとして機能する。
【００１０】
　さらに他の観点において、モバイルコンピューティングを達成する方法は、アプリケー
ションプロセッサーと通信プロセッサーをハウジング内でサポートすることを含む。
【００１１】
この方法はまた動作モードに基づいてマスタプロセッサーとしてプロセッサーの１つを選
択的に確立することを含む。
【００１２】
　本発明の詳細は、その構造と動作の両方に関して、同一部に同符号を付した添付図面参
照することにより最も良く理解することができる。この発明の記載は、相異なる通信プロ
セッサーモジュールとアプリケーションプロセッサーモジュールとの関連で提示されるけ
れども、これは説明の明確化のためにのみ成されることが認識される。特に、通信プロセ
ッサーモジュールとアプリケーションプロセッサーモジュールは同じ集積回路モジュール
上で実現されることもあり得ることが予想される。この場合、マルチチップモジュールパ
ッケージング技術を介して実現される場合もあるし、両方（アプリケーションおよび通信
）のプロセッサーが搭載された単一チップとして全体回路を設計することにより実現され
る場合もある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　初めに図１を参照すると、モバイルマルチモードコンピューティングデバイスが示され
、一般に１０で指定される。典型的な限定されない実施形態において、デバイス１０は、
無線音声および／またはデータ通信並びにこれに限定されないが、ワードプロセッシング
のようなパーソナルコンピューティングアプリケーションに基づく機能を引き受けるため
に使用することができる。いずれにせよ、デバイス１０は、望ましくは、ここに議論され
るコンポーネントを保持する軽量のポータブルハウジング１２を含む。バッテリー１４は
ハウジング１２と関与することができ、以下に開示されるコンポーネントに電源を供給す
ることができる。バッテリー１４は、望ましくは、技術的に知られているポータブルコン
ピューティング原理に従って、再充電可能であるが、デバイス１０がコンセントに接続さ
れていないときは、バッテリー１４はデバイス１０のコンポーネントにとって唯一の電源
である。
【００１４】
　モードセレクタ１６はハウジング１２上で供給することができる。モードセレクタ１６
は、ユーザー操作可能な入力装置であり得、デバイスの動作モード、例えば、通信モード
またはコンピューティングモードを選択することができる。モードセレクタ１６は任意の
数の方法で実施することができる。例えば、モードセレクタはスイッチであり得、または
、モードを選択するために適切なソフトウエアと共に使用されるタッチスクリーンディス
プレイの一部、または他の均等な入力構造であり得る。あるいは、モードセレクタ１６は
、ユーザーの行動に応答するソフトウエアによって自動的に実施することができる。例え
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ば、ユーザーが電話番号をダイアルすることを開始するなら、モードセレクターは、通信
モードにおいてデバイス１０を自動的に構成するソフトウエアであり得る。
【００１５】
　図２を参照すると、デバイス１０は、通信プロセッサー１８を含む。このプロセッサー
としては、例えば１６／３２ビットバス上の同期ダイナミックランダムアクセスメモリ（
ＳＤＲＡＭ）２０をアクセスすることができ、通信プロセッサーモジュール内に実施でき
る２２、望ましくは、モバイルシステムモデム（ＭＳＭ）と呼ばれるタイプのプロセッサ
ーが望ましい。また、通信プロセッサー１８は、例えば、１６ビットメモリインターフェ
ースバス２４、ＭＳＭフラッシュメモリ２６およびＭＳＭスタティックランダムアクセス
メモリ（ＳＲＡＭ）２８を用いてアクセスすることができる。この譲受人の「ＢＲＥＷ」
アプリケーションのような通信に関連するアプリケーションは、通信プロセッサー１８に
よって、実行するために１つ以上のメモリ２０、２６、２８に記憶することができる。
【００１６】
　また、図２に示すように、通信プロセッサー１８は無線通信回路３０をアクセスし、技
術的に知られた手段に従って、無線通信を達成する。言いかえれば、通信プロセッサー１
８、関連メモリ２０、２６、２８および回路網３０は、無線音声および／またはデータ通
信部分、一般に３２で指定される部分を確立する。
【００１７】
　１つの限定されない実施形態において、「移動局(ＭＳ）」とも呼ばれる通信部分３２
は、、Kyocera、 Samsung、または、これらに限定されないが、無線インフラストラクチ
ャと通信するためのＩＳ－９５Ａ、ＩＳ－９５Ｂ、ＷＣＤＭＡ、ＩＳ－２０００、および
その他に定義されるような符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）原理およびＣＤＭＡ無線(ＯＴ
Ａ）通信無線インターフェースプロトコルを使用する他の製造業者により製造される携帯
電話タイプのデバイスである。
【００１８】
　例えば、この発明が適用できる無線通信システムは、上述した無線通信システムを拡大
して、ＧＳＭ、パーソナル通信サービス（ＰＣＳ）およびセルラーシステムを含む。例え
ば、アナログアドバンストモバイルフォーンシステム(ＡＭＰＳ）および以下のデジタル
システムを含む：ＣＤＭＡ、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、およびＴＤＭＡ技術とＣＤＭ
Ａ技術の両方を使用するハイブリッドシステム。ＣＤＭＡセルラシステムは、米国電子通
信工業会／米国電子工業会（ＴＩＡ／ＥＩＡ）規格ＩＳ－９５に記載されている。結合し
たＡＭＰＳおよびＣＤＭＡシステムは、ＴＩＡ／ＥＩＡ規格ＩＳ－９８に記載される。他
の通信システムは、国際モバイル電気通信システム２０００／ユニバーサルモバイル電気
通信システム（ＩＭＴ－２０００／ＵＭ）、ワイドバンドＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）、ｃｄ
ｍａ２０００（例えば、ｃｄｍａ２０００１ｘまたは３ｘ)またはＴＤ－ＳＣＤＭＡと呼
ばれるものをカバーする規格に記載されている。
【００１９】
　依然として図２を参照すると、モジュールに具現化できるメインプロセッサー３４はア
プリケーションプロセッサーコア３６を保持する。アプリケーションプロセッサーコア３
６は、１つの限定されない実例となる実施形態において、ＩＢＭ　４０５ＬＰプロセッサ
ーまたはその均等物であり得る。図２は、プロセッサ１８および３６が互いに別個のチッ
プ上に搭載可能であるように示しているけれども、それらは、同じチップ上に配置するこ
ともできることが理解されるべきである。
【００２０】
　アプリケーションプロセッサーコア３６は、アプリケーションを実行するために様々な
メモリに記憶することができる１つ以上のソフトウェアアプリケーションにアクセスする
。
【００２１】
例えば、アプリケーションプロセッサーコア３６は、例えば１６ビットメモリバス上のＳ
ＲＡＭ／フラッシュメモリ３８にアクセスすることができる。また、アプリケーションプ
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ロセッサーコアは、望ましくは３２ビットバス４４上のＳＤＲＡＭメモリ４２（ここには
、ソフトウエアアプリケーションが典型的に優先的に記憶されるであろう)もアクセスす
ることができる。
【００２２】
　図２は、また、アプリケーションプロセッサーコア３６がプロセッサローカルバス（Ｐ
ＬＢ）４６にアクセスすることを示す。１つの限定されない実施形態において、ＰＬＢバ
ス４６は６４ビットバスであり得る。様々なサポーティングデバイスおよび周辺機器は、
技術的に知られた原理に従って、ＰＬＢ４６を用いて、アプリケーションプロセッサーコ
ア３６によりアクセスされる。例えば、ＰＬＢ　４６（および従ってアプリケーションプ
ロセッサーコア３６）はＳＤＲＡＭメモリ４２を制御するためにＳＤＲＡＭ　コントロー
ラー４８に接続することができる。また、ＰＬＢ　４６は、パーソナルコンピュータメモ
リカードインターフェースアーキテクチャ（ＰＣＭＣＩＡ）インターフェースあるいは他
の記憶装置インターフェース５０で通信することができる。さらに、ＰＬＢ　４６（およ
び従ってアプリケーションプロセッサーコア３６）は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）コン
トローラー５２に接続することができる。ＬＣＤコントローラー５２は、デバイス１０の
ハウジングに備えることができるＬＣＤディスプレイを駆動する。
【００２３】
　上述したコンポーネントに加えて、アプリケーションプロセッサコア３６を有するアプ
リケーションプロセッサー３４は、さらに１つの限定されない実施形態では、３２ビット
バスであり得るオンチップ周辺バス（ＯＰＢ）５４を保持することができる。ＯＰＢ　５
４は、ＰＬＢ／ＯＰＢブリッジデバイス５６を介してＰＬＢ４６に接続される。ブリッジ
デバイス５６は３２ビットデータを６４ビットデータに変換することができ、またその逆
も同様である。種々の周辺機器はＯＰＢ５４と通信することができる。限定されない例を
手段として、タッチパネルインターフェース５８はＯＰＢ５４に接続することができる。
【００２４】
また、他の記憶装置インターフェース６０をＯＰＢ５４に接続することができる。ＯＰＢ
５４に接続することができる周辺機器のさらに限定されない例は、ＵＳＢ、ＵＡＲＴ、割
り込み（ＵＣ）およびＡＣ９７デバイスを含む。
【００２５】
　本発明に従って、通信プロセッサー１８は、さらに、メモリインターフェース２４を介
してＰＬＢ４６と通信することができる。特に、図２に示すように、１つの例示実施形態
において、通信プロセッサー１８のメモリインターフェース２４は、ＰＬＢブリッジプロ
セッサー６２によりＰＬＢ４６に接続される。１つの実施において、ＰＬＢブリッジプロ
セッサー６２は、例えばプロセッサーのような、ロジックデバイスによりハードウエアで
実施される。このようにして、通信プロセッサー１８は、ＰＬＢ４６に接続されたデバイ
スにアクセスすることができる。
【００２６】
所望であれば、ＰＬＢブリッジプロセッサー６２の機能は、例えば、通信プロセッサー１
８の専用部分によって実施することができる。
【００２７】
　図３は、どのプロセッサー１８、３６が図２に示す周辺機器を制御するかを協議するた
めにＰＬＢブリッジプロセッサー６２により実行されるロジックを示す。決定ダイヤモン
ド６４において、デバイス１０が、例えば、モードセレクタ１６または上述した他のユー
ザー行動により示されるように、通信モードにあるかどうかが決定される。そうでなけれ
ば、デバイス１０がコンピューティングモードであることを意味し、ロジックはブロック
６６に進み、ＰＬＢブリッジプロセッサー６２は、ＰＬＢ４６およびＯＰＢ５４の制御に
おいて、アプリケーションプロセッサーコア３６をマスタプロセッサーであると指定する
。
【００２８】
このモードにおいて、通信プロセッサー１８はアプリケーションプロセッサーコア３６に
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【００２９】
　他方、デバイス１０が通信モードであるなら、ロジックは、決定ダイアモンド６４から
ブロック６８に移動し、少なくともアプリケーションプロセッサーのアプリケーションコ
ア３６の電源が切られる。すなわち、通信モードにおいて、この原理によれば、アプリケ
ーションプロセッサー３６の電源が切られる。従って、通信プロセッサー１８は、ブロッ
ク７０においてマスタプロセッサーの役割が（例えば、ＰＬＢブリッジプロセッサー６２
によって)割り当てられ、ＰＬＢ４６およびＯＰＢ５４に接続される周辺機器を制御する
。
【００３０】
［００２６］　ここに示され、詳細に記載されるマルチモードデバイスのための低電力デ
ュアルプロセッサーアーキテクチャは、完全にこの発明の上述した目的を達成することが
できるけれども、それは、この発明の現在の好適な実施形態であり、従って、この発明に
より広範囲に意図される主題を表し、この発明の範囲は当業者に明白であるかもしれない
他の実施形態を完全に含むことが、そして、従ってこの発明の範囲は、添付されたクレー
ムによってのみ限定され、その場合、１つのエレメントへの参照は、そのように明示しな
い限り「唯一」を意味することを意図したものではなく、むしろ「１つ以上」を意味する
ことが理解されるべきである。当業者に知られあるいは、後に知られるようになる上述の
好適実施形態のエレメントに対するすべての構造的および機能的均等物は、参照すること
により明示的にここに組み込まれ、このクレームにより包含されることが意図される。現
在の請求項によって包含されること。さらに、それが現在のクレームに含まれるように、
この発明によって解決しようとするありとあらゆる問題に装置または方法が対処する必要
はない。更に、エレメント、コンポーネント、または方法ステップがクレームに明示的に
記載されているかどうかに関係なく、この開示におけるエレメント、コンポーネント、ま
たは方法ステップは、一般の人にささげられることを意図したものではない。エレメント
がフレーズ"means for"を用いて記載されない限り、または方法クレームの場合には、エ
レメントが「行動」の代わりに「ステップ」として記載されない限り、ここに示すクレー
ムエレメントは、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．１１２条第６パラグラフの下で解釈されるべきでない
。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、好ましい限定されないマルチモードモバイルコンピューティングデバイ
スの概略図である。
【図２】図２は、現在のマルチモードモバイルデバイスアーキテクチャの好適な制限され
ない実施のブロック図である。
【図３】図３は、この発明のロジックを図解するフローチャートである。
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